
集
治
監
を
核
と
し
た
集
落
の
形
成
と
住
民
の
集
治
監
像

千

明
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は

じ

め

に

近
年
の
歴
史
地
理
学
で
は
、
過
去
の
景
観
を
復
原
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
当
時
の
人
々
の
認
識
に
基
づ
い
て
そ
の
景
観
を
説
明
し
ょ

う
と
す
る
努
力
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
ハ
$
。
こ
の
動
向
は
、
過
去
の
事
象
を
、
現
代
の
感
覚
で
説
明
す
る
こ
と
を
厳
し
く

戒
め
て
い
る
。
し
か
し
、
で
は
実
際
に
過
去
の
認
識
と
現
代
の
認
識
と
は
ど
こ
が
異
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
現
在
ま
で
の
と

こ
ろ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

こ
の
問
題
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
方
法
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
過
去
だ
け
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
出
発
点
と
し
て
、
認
識
の
状
況
が
把
握
し
や
す
い
現
代
を
ま
ず
お
さ
え
、
そ
れ
を
も
と
に

現
代
と
過
去
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
過
去
の
認
識
の
特
徴
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
歴
史
地
理
学
で
は
す
べ

て
の
認
識
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
空
間
的
行
動
の
基
盤
と
な
る
も
の
を
問
題
に
す
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
行
刑
施
設
を
指
標
と
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し
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
人
々
の
空
間
的
行
動
を
、
現
代
の
状
況
と
、
明
治
期
の
北
海
道
に
お
け
る
状
況
と
を
対
比
す
る
こ
と
に
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し
た
。
た
だ
し
、
重
点
は
過
去
の
側
に
あ
る
。
本
稿
の
研
究
目
的
は
、
明
治
期
に
北
海
道
に
建
設
さ
れ
た
行
刑
施
設
|
|
具
体
的
に
は
集

治
監
ー
ー
に
対
す
る
当
時
の
人
々
の
認
識
を
、
集
落
の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

集
治
監
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
認
識
追
究
の
上
で
の
有
効
性
を
も
つ
が
、
同
時
に
、
そ
れ
が
明
治
期
の
北
海
道
開
発

に
寄
与
し
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
従
来
の
北
海
道
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
で
は
、
明
治
期
の
事
象
と
し
て
、
屯
田
兵
村
と
農
業

開
拓
移
住
の
展
開
が
と
り
わ
け
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
屯
田
兵
に
し
て
も
、

一
般
入
植
に
，
し
て
も
、
初
期
の
も
の
以
外

は
集
治
監
の
囚
徒
に
よ
る
基
盤
形
成
の
う
え
に
存
立
す
る
。
ま
さ
に
、
山
田
誠
が
「
囚
人
労
働
が
も
っ
た
意
味
は
、
北
海
道
開
拓
史
の
上

で
、
決
し
て
軽
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
〈
ろ
と
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。
本
稿
は
、
従
来
あ
ま
り
注
意
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
こ
の
集
治

監
の
問
題
に
、
光
を
あ
て
よ
う
と
い
う
意
図
も
あ
わ
せ
も
っ
。
近
代
日
本
の
形
成
に
、
北
海
道
の
存
在
が
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
近
代
を
歴
史
地
理
学
的
に
論
ず
る
う
え
で
、
集
治
監
の
問
題
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
テ
l
マ
で
あ
る
。

現
代
に
お
け
る
行
刑
施
設
と
周
辺
住
民
の
対
応

行
刑
施
設
と
は
、
犯
罪
者
あ
る
い
は
被
疑
者
を
収
容
す
る
施
設
で
あ
り
、
刑
務
所
と
拘
置
所
と
を
さ
し
て
い
う
。
こ
れ
ら
の
施
設
は
、

現
代
に
お
い
て
周
辺
住
民
か
ら
ど
の
よ
う
な
対
応
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
行
刑
施
設
に
関
す
る
地
理
学
的
研
究
と
し
て
は
、
回

中
啓
爾
に
よ
る
も
の
が
あ
る
す
×
4
u
o

田
中
は
、
特
殊
病
院
や
火
葬
場
な
ど
(
5
〉
と
と
も
に
、
刑
務
所
の
立
地
点
が
大
都
市
内
部
に
お
け
る

地
位
層
画
定
の
指
標
と
な
る
こ
と
に
着
眼
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
諸
指
標
を
ま
と
め
て
「
周
辺
性
の
現
象
」

(
6
〉
と
よ
び
、

都
市
化
に

よ
っ
て
そ
れ
ら
が
遠
心
的
に
移
動
す
る
性
質
を
も
つ
こ
と
を
論
じ
た
。

と
こ
ろ
で
、
刑
務
所
移
転
の
原
動
力
は
、
具
体
的
に
何
か
。
田
中
が
言
及
し
な
か
っ
た
こ
の
点
に
つ
い
て
、
全
国
的
な
動
向
を
ふ
ま
え



て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
現
在
、

日
本
に
は
刑
務
所
が
七
四
(
7
u
、
拘
置
所
が
七
存
在
す
る
。
法
務
省
に
よ
れ
ば
〔

3
、

一
九
五
五
年
以
降

現
在
ま
で
に
、
す
で
に
移
転
を
完
了
し
た
施
設
は
、
両
者
合
わ
せ
て
三
六
ハ
主
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
移
転
事
由
を
法
務
省
の
区

分
に
従
っ
て
み
て
ゆ
く
と
、

「
地
方
公
共
団
体
等
と
の
話
し
合
い
に
よ
り
移
転
し
た
も

「
法
務
省
が
独
自
に
移
転
し
た
も
の
」
が
六
、

の
」
が
三

O
と
な
る
。
こ
こ
で
い
う
「
話
し
合
い
」
と
は
、
地
元
か
ら
の
移
転
要
請
を
受
け
て
法
務
省
が
了
解
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る

auo
つ
ま
り
、
実
態
と
し
て
は
、
地
元
か
ら
存
続
を
拒
否
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
行
刑
施
設
の
八
三
%
が
、
地
元
か
ら

追
放
さ
れ
た
か
た
ち
と
な
る
。
少
年
院
や
鑑
別
所
を
加
え
た
矯
正
施
設
全
体
で
は
、

そ
の
率
が
八
六
町
々
に
の
ぼ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
年

集治監を核とした集落の形成と住民の集治監像

の
全
国
的
な
動
向
を
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
施
設
は
住
民
か
ら
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
移
転
し
た
の
で
あ
る
。
東
京
都
の
中

野
刑
務
所
周
辺
で
は
、
移
転
を
求
め
る
運
動
が
三
十
年
近
く
続
け
ら
れ
て
い
る
白
υ
。
ま
た
、
旧
巣
鴨
刑
務
所
に
対
し
て
は
、

一
九
二
五

(
大
正
一
四
〉
年
当
時
、
す
で
に
移
転
を
望
む
住
民
の
声
が
あ
っ
た

av

た
だ
し
、
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
住
民
は
、
行
刑
施
設
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
身
近
に
行
刑
施
設
が
存

在
す
る
こ
と
を
嫌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
住
民
運
動
の
要
求
が
、
施
設
の
廃
止
で
は
な
く
、
移
転
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
こ
れ
は
明

ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
嫌
わ
れ
て
い
る
の
は
行
刑
施
設
が
存
在
す
る
空
間
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
そ
の
空
間
は
「
嫌
わ
れ
た
空
間
」
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向
は
、
時
間
的
、
空
間
的
に
普
遍
性
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
北
海
道
の
集

治
監
に
日
を
移
し
た
い
。

北
海
道
に
お
け
る
集
治
監
の
建
設
と
展
開

45 
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集
治
監
設
立
の
背
景
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道内各集治監における囚徒数および職員数の推移

(単位:人)

大様戸 空知多11 路 網走 十勝

囚徒|職員 囚徒|職員 囚徒|職員 囚徒|職員 囚徒|職員

明治24 2，357 327 2，630 353 663 107 1，200 167 

明治25 2，338 311 2，549 347 1，291 201 769 152 

明治26 1，497 235 2，502 313 1，943 267 1，288 197 

明治27 1，449 238 1，953 274 2，285 290 1，272 174 

明治28 1，393 231 1，713 247 1，383 217 1，220 194 1，313 196 

明治29 1.561 235 1，561 203 1，371 190 1，176 不明 1，172 196 

明治30 1，028 188 1，003 191 965 175 一時閉鎖 不明 797 155 

明治31 897 183 847 177 795 186 100 不明 679 146 

明治32 945 190 893 182 674 193 248 不明 699 152 

表 1

資料:各年の『北海道集治監統計書』および『北海道集治監年報』

明治30年は英照皇太后崩御にともなう大赦および減刑が発令された。

本
稿
の
関
心
は
、
集
治
監
そ
れ
自
体
の
建
設
事
情
で
は
な
く
、
集
治

監
の
周
辺
に
形
成
さ
れ
た
集
落
や
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
側
に
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、

の
ち
の
議
論
に
必
要
な
範
囲
で
、
集
治
監
設
立

前
後
の
状
況
を
概
観
し
て
お
く
。

一
八
七
四
(
明
治
七
)
年
の
佐
賀
の
乱
か
ら
一
八
七
七
(
明
治
一

O

年
)
の
西
南
戦
争
に
か
け
て
、
圏
内
で
は
反
政
府
の
動
き
が
激
化
し

た
。
そ
の
こ
ろ
、
新
政
府
は
、
江
戸
時
代
以
来
の
行
刑
制
度
の
改
革
に

着
手
し
、
不
平
等
条
約
是
正
へ
向
け
て

(g、
新
た
に
懲
役
刑
の
導
入

ゃ
、
拷
問
の
廃
止
を
実
施
し
た
。
反
乱
に
関
与
し
て
捕
え
ら
れ
た
人
々

は
、
国
事
犯
と
し
て
懲
役
に
服
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
懲
役

囚
の
急
増
で
、
従
来
の
監
獄
だ
け
で
は
収
容
し
き
れ
な
い
状
態
と
な
っ

た
。
そ
こ
で
政
府
は
、
富
国
強
兵
の
基
盤
と
な
る
未
開
地
の
開
拓
や
鉱

産
資
源
の
開
発
と
、
政
府
に
と
っ
て
危
険
な
存
在
で
あ
る
囚
徒
の
隔
離

と
を
、

一
挙
に
両
立
さ
せ
よ
う
と
い
う
方
針
を
打
ち
出
す
。
す
な
わ
ち

囚
人
労
働
に
よ
る
北
海
道
開
拓
の
構
想
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

拠
点
と
な
る
行
刑
施
設
が
集
治
監
で
あ
っ
た
。

集
治
監
と
は
、
罪
人
の
な
か
で
も
徒
刑

(g、
流
刑
白
)
の
男
囚
だ
け
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を
収
容
す
る
施
設
を
い
う
。
実
際
に
は
、
流
刑
該
当
者
は
ご
く
少
数
で
、
収
容
者
の

ほ
と
ん
ど
は
、
刑
期
十
二
年
を
越
え
る
徒
刑
で
あ
っ
た

8
y
し
た
が
っ
て
、
極
刑

の
者
は
い
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
一
般
監
獄
日
〉
と
比
べ
て
、
重
罪
の
男
囚
ば
か
り

が
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
表
ー
に
み
る
よ
う
に
、
収
容
者
の
罪
質
で
は
強
盗
、

傷
害
、
殺
人
な
ど
が
多
い
。
大
衆
か
ら
極
悪
の
徒
と
み
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
中
に

は
前
述
の
国
事
犯
者
に
加
え
て
、
自
由
民
権
論
者
も
含
ま
れ
て
い
た
自
〉
。

。
各
監
の
主
要
な
事
業

道
内
最
初
の
集
治
監
(
ぎ
建
設
地
は
、
石
狩
国
樺
戸
郡
ス
ベ
ツ
プ
ト
に
決
定
し
た
。

そ
の
経
緯
は
、
重
松
一
義
の
論
述
記
〉
に
詳
し
い
。
要
点
を
示
せ
ば
、
用
地
選
定
に

あ
た
っ
た
内
務
省
は
、
地
味
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
肥
沃
で
広
大
な
原
野
を
求

め
、
囚
徒
の
逃
走
に
対
す
る
地
形
的
障
壁
の
有
無
は
意
識
し
な
か
っ
た
。

一
八
八

(
明
治
一
四
)
年
、
樺
戸
集
治
監
は
開
庁
し
た
。
前
年
に
は
、
樺
戸
郡
全
域
で
戸
数

二
、
人
口
一
八
(
与
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
か
ら
、

ほ
ぽ
無
住
の
地
に
出
現
し
た
こ

と
に
な
る
。
こ
の
開
庁
と
同
時
に
、
初
代
典
獄
ハ
勾
〉
月
形
潔
の
姓
か
ら
命
名
さ
れ
た

月
形
村
が
発
足
し
た
。
初
年
度
に
収
監
さ
れ
た
囚
徒
数
は
五

O
Oで
あ
っ
た
が
、
表

2
に
み
る
よ
う
に
こ
の
数
は
年
を
追
っ
て
増
加
し
、

一
八
九
一
年
に
は
二
、
一
二
五
七

を
数
え
た
。
囚
徒
は
直
ち
に
農
地
開
拓
と
、
道
路
建
設
に
従
事
さ
せ
ら
れ
た
。
樺
戸
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図1. 道内の集治監所在地および囚人労働によ

る道路建設

A:樺戸集治監(月形) B:空知集治監(市

来知)c :釘If路集治監(熊牛): D :網走分監

(最寄) E:十勝分監(下帯広)

1.当別， 2.厚田， 3.増毛， 4.空知太(滝111)， 5.忠

別(旭111)， 6.岩見沢， 7.幌内， 8.跡佐登 9.厚岸，
10.~"路， 11.大津， 12伏古〈西帯広)，標茶~跡佐

登聞は軽便鉄道が連絡

開
庁
の
翌
年
一
八
八
二
(
明
治
一
五
)
年
に
は
、
石
狩

国
空
知
郡
市
来
知
(
イ
チ
キ
シ
リ
)
村
昌
〉
に
、

空
知

集
治
監
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
地
は
、

一
八
七
二
(
明

治
五
)
年
に
石
炭
塊
が
発
見
さ
れ
、
地
質
調
査
に
よ
っ

て
煤
田
の
開
発
が
有
望
祝
さ
れ
て
い
た
。
当
監
設
置
の

目
的
は
こ
の
煤
回
開
発
に
あ
り
、
囚
徒
を
採
鉱
に
動
員

し
て
幌
内
煤
田
の
基
礎
を
築
い
た
。
道
路
建
設
も
重
要

な
使
命
で
、
樺
戸
集
治
監
と
共
同
で
月
形
・
市
来
知

間
(
お
〉
を
ま
ず
建
設
し
た
。
そ
の
ほ
か
図

1
に
示
す
よ

治
監
は
、

一
八
八
五
(
明
治
一
八
〉
年
、
釧
路
国
川
上
郡
熊
牛
村
標
茶
自
)
(
シ
ベ
チ
ャ
)
に
設
置
さ
れ
た
。
当
監
の
目
的
は
、
北
方
約
四

う
に
、
各
監
と
も
道
路
建
設
に
力
を
注
い
だ
。
釧
路
集

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
跡
佐
登
〈
ア
ト
サ
ヌ
プ
リ
)
硫
黄
山
の
開
発
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
囚
徒
に
よ
る
こ
の
作
業
は
、
硫
黄
の
粉
塵

と
亜
硫
酸
ガ
ス
と
で
羅
病
・
死
亡
者
が
続
出
し
、
あ
た
か
も
「
緩
慢
な
る
死
刑
」
ハ
き
と
い
う
状
況
を
呈
し
た
。
そ
の
た
め
、
二
年
間
で

網
走
は
一
八
九

集
治
監
は
こ
の
採
掘
か
ら
手
を
引
い
た
。
以
後
、
囚
徒
の
外
役
は
、
道
路
建
設
・
農
地
開
拓
・
屯
田
兵
舎
建
設
に
重
点
が
お
か
れ
た
。

(
明
治
二
四
〉
年
、
十
勝
は
一
八
九
五
(
明
治
二
八
)
年
、
そ
れ
ぞ
れ
組
織
上
は
樺
戸
の
分
監
と
し
て
開
庁
し
た
。

網
走
分
監
の
所
在
地
は
、
北
見
国
網
走
郡
最
寄
(
モ
ヨ
ロ
〉
村

8
〉
で
、
設
置
目
的
は
道
路
建
設
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
工
事
は
突

貫
作
業
に
よ
り
早
期
に
終
了
し
、
以
後
は
農
業
開
拓
と
な
っ
た
。
十
勝
分
監
は
、
十
勝
国
河
西
郡
下
帯
広
村
品
)
に
設
置
さ
れ
た
。
帯
広



に
は
、
農
業
開
拓
の
先
駆
と
し
て
す
で
に
晩
成
社
が
入
植
し
て
い
た
が
、
パ
ツ
タ
の
異
常
発
生
な
ど
に
よ
り
大
打
撃
を
受
け
て
い
た
。
こ

れ
を
再
興
、
拡
大
す
る
こ
と
が
、
当
監
の
使
命
で
あ
っ
た
。
十
勝
分
監
開
庁
の
直
後
、

日
本
は
日
清
戦
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
台
湾
を
獲
得

し
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
開
拓
事
業
は
新
た
に
南
方
植
民
地
に
自
が
向
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
北
海
道
に
お
け
る
集
治
監
の
設
置
は
、
こ
の
十

勝
が
最
後
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

一
九

O

(
明
治
三
四
)
年
に
は
空
知
・
釧
路
、

一
九
一
九
(
大
正
八
〉
年
に
は
樺
戸
の
各
監
が
廃
止

さ
れ
た
。
網
走
と
十
勝
は
と
も
に
刑
務
所
と
な
っ
て
、
現
在
も
存
続
し
て
い
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
各
監
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
開
拓
目
的
が
あ
り
、
立
地
も
そ
れ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

い
ず
れ

集治監を核とした集落の形成と住民の集治監像

も
、
囚
徒
の
外
役
に
よ
り
開
拓
の
基
礎
を
築
い
た
点
で
は
共
通
し
て
い
た
。

四

集
落
形
成
と
集
治
監
像

北
海
道
の
集
治
監
を
対
象
と
し
た
研
究
は
、
大
別
し
て
、
行
刑
史
ハ
邑
、
北
海
道
開
拓
史
畠
)
、
自
由
民
権
運
動
史

(g、
人
権
尊
重
論

ハ
剖
〉
の
各
方
面
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
。
集
落
発
達
を
中
心
課
題
と
し
た
研
究
は
少
な
い
が
、
集
治
監
の
設
置
が
い
わ
ゆ
る
市
街
地
の
形

成
を
促
進
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
寺
本
界
雄
(
号
、
山
田
誠
(
号
、
川
崎
茂

(g、
高
野
史
男
詰
〉
が
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
「
嫌
わ

れ
空
間
」
と
し
て
の
性
質
を
も
っ
集
治
監
が
人
々
、
を
誘
引
し
、
市
街
地
形
成
の
契
機
と
な
り
え
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
抱
か
れ
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
を
視
座
に
据
え
な
が
ら
、
各
監
周
辺
に
お
け
る
集
落
形
成
に
つ
い
て
み
て
ゆ
き
た
い
。

〔
樺
戸
集
治
監
〕

一
九
五
一
年
編
集
の
「
連
絡
図
」
(
習
を
ベ
l
ス
マ
ッ
プ
と
し
、

『
明
治
二
十
年
十
二
月
一
戸
籍
簿
』

a)
に
お
け
る
本
籍
登
録

図
2
は、
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地
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
図
に
お
い
て
、
集
治
監
の
形
状
は

「
北
海
道
集
治
監
建
物
配
置
平
面
図
」
ハ

g
を
、
官
舎
区
域
に
つ
い
て
は
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図 2 月形市街における本籍登録地の分布(明治20年)

官舎を本籍とする者・登録地不明の者は図示していない。

資料:月形村(1887)Ii'戸籍簿』
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(世帯数〉

圃・劃 71-
ト守ぐ'151-70 
1111131-50 
1:・:111-30 
トー 11-10 

Eコ集治監

E二コ官舎
一ーーー道路

集治監を核とした集落の形成と住民の集治監像

が
形
成
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
本
籍
地
を
み
た
の
で
あ
る
。

i9 2伽包孟孟孟巨=ーー

図 3 月形市街における字別居住世帯数(明治20年代)

資料:月形村 (1887)W戸籍簿上月形村 (1889)W寄留簿』

「
本
籍
」
登
録
は
、

「
樺
戸
監
獄
官
舎
配
置
図
」
(
ぎ
を
参
考
と

し
た
。
ま
ず
地
割
を
み
る
と
、

須
部
都

(
ス
ベ
ツ
)
川
の
両
岸
に
整
然
と
区
画
さ

れ
た
区
域
が
広
が
る
。
こ
れ
が
月
形
市
街

で
あ
る
。
近
年
、
須
部
都
以
北
を
市
北

(
シ
ホ
グ
)
、

以
南
を
市
南
(
シ
ナ
ソ
)

と
よ
ん
で
い
る
。
北
海
道
に
お
い
て
は
、

計
画
的
に
市
街
区
画
が
な
さ
れ
る
例
が
多

い
が
、
月
形
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ

こ
で
は
、
市
街
地
は
集
治
監
に
よ
っ
て
開

墾
さ
れ
、
区
画
さ
れ
て
、
有
償
で
貸
下
げ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
区
画
が
整

偏
さ
れ
て
も
、
居
住
者
が
な
け
れ
ば
集
落

異
な
り
、
そ
こ
に
定
住
の
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
定
住
の
意
思
決
定
は
、
当
地
に
お
け
る
一
定
期
間
の
居
住
経
験
に
裏
づ
け

一
時
的
な
滞
在
を
示
す
「
寄
留

8
と

と

51 

ら
れ
た
も
の
と
考
え
、
本
稿
で
は
、
こ
の
本
籍
登
録
地
を
、
比
較
的
早
期
に
居
住
が
開
始
さ
れ
た
場
所
と
み
て
ゆ
く
。

さ
て
、
登
録
地
は
集
治
監
の
あ
る
市
北
に
集
中
し
、
塊
状
を
呈
し
て
い
る
。
市
南
に
は
少
な
く
、
集
落
形
成
は
市
北
よ
り
遅
れ
て
い
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月形市街における寄留世帯の職業

(単位:世帯)

表 3

数

吏

師

査

宿

庖

庖

屋

屋

屋

商

商

商

商

業

屋

髪

場

業

工

挽

業

割

焼

冶

方

夫

業

理

物

人

理

料

子

腐

百

物

種

物

売

洋

間

官

医

巡

旅

料

西

菓

豆

八

荒

小

薬

古

小

質

理

浴

雑

大

木

柏

柾

炭

鍛

土

水

農

183 

資料:月形村 (1884)Ii'寄留簿』

計

帯

A
U

唱
i

唱
止

τ
i
T上
市

止

。

白

の

ん

τ
i
A
U

唱
ム

Tム

'
i
n
u
'
i
'よ
唱

i

q

b

q

o

n

o

'

i

q

O

Tょ
の

ん

の

ん

噌

i

η

d

dA官
唱

A

噌
i

唱
i

n

4

η

A

噌
i

唱
i

る
。
次
に
本
籍
と
寄
留
と
を
合
算
し
た
、
居
住
世
帯
全
体
を
検
討
す
る
。
資
料
と
し
て
、
さ
き
の
戸
籍
簿
と
同
一
年
次
の
寄
留
簿
が
得
ら

世種業

一
年
八
か
月
の
差
は
あ
る
が
、

『
明
治
二
十
二
年
八
月
改
正
寄
留
簿
』
(
担
を
用
い
た
。

市
街
の
字
別
に
居
住
世
帯
数
を

が
増
加
し
て
い
る
が
、
市
北
ほ
ど
の
集
中
は
み
ら
れ
な
い
。

れ
な
い
た
め
、

集
計
し
、
図
化
し
た
も
の
が
図
3
で
あ
る
。
居
住
世
帯
は
市
北
に
多
く
、
な
か
で
も
集
治
監
の
正
門
と
監
獄
波
止
場
を
結
ぶ
道
路
沿
い

(
本
町
通
)
と
、
通
用
門
前
の
道
路
沿
い
(
宮
本
町
〉
に
集
中
し
て
い
る
。
市
南
で
は
、
当
別
へ
通
ず
る
道
路
沿
い
〈
緑
町
)
は
世
帯
数

こ
の
よ
う
に
、
月
形
の
特
に
市
北
に
お
い
て
は
、
極
め
て
集
治
監
に
近
接
し
た
集
落
が
形
成
さ
れ
た
。
で
は
、
集
治
監
は
ど
の
よ
う
に

人
々
を
誘
引
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
図
2
に
お
い
て
、
戸
長
役
場
や
警
察
分
署
、
さ
ら
に
、
監
獄
波
止
場
と
よ
ば
れ
た
河
港
も
市
北
に
存

在
す
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
戸
長
役
場
は
、

一
八
八
二
(
明
治
一
五
〉
年
に
設
置
さ
れ
た
。
制
度
改
革
に
よ
り
、
の
ち
に
郡
役
所
と
よ



ば
れ
る
時
期
が
あ
り
、
そ
の
期
間
中
は
、
集
治
監
の
典
獄
が
郡
長
を
兼
務
し
て
い
る
ひ
典
獄
は
、
地
方
と
し
て
は
数
少
な
い
高
級
官
吏
で

あ
り
、
地
方
行
政
機
関
の
代
行
能
力
を
十
分
に
も
っ
て
い
た
。
む
し
ろ
、
中
央
機
関
と
し
て
、
情
報
や
権
限
は
上
位
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
戸
長
役
場
が
集
治
監
に
近
接
す
る
こ
と
は
、
業
務
上
、
有
利
な
面
が
あ
っ
た
。
警
察
分
署
は
、
戸
長
役
場
に
併
設
さ
れ
て
い
た
。

一
時
期
、
典
獄
は
警
察
分
署
長
を
兼
務
し
て
い
る
。
公
共
サ
ー
ビ
ス
機
関
と
し
て
は
、
郵
便
取
扱
所
が
集
治
監
内
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

集
治
監
の
医
師
は
民
間
人
の
診
療
も
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
行
政
・
サ
ー
ビ
ス
諸
機
関
は
、
集
治
監
と
直
接
的
な
関
係
を
も
っ
て
存

集治監を核とした集落の形成と住民の集治監像

在
し
て
い
た
。
そ
の
諸
機
関
の
存
在
を
通
し
て
、
人
々
は
誘
引
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
石
狩
川
の
河
港
は
江
別
方
面
と
結
ば
れ
て
お
り
、
特
に
、
収
監
囚
徒
の
移
送
と
物
資
輸
送
で
活
況
を
呈
し
た
。
物
資
輸
送

に
関
連
し
て
、
月
形
に
お
け
る
商
工
業
の
状
況
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

表
3
は、

『
明
治
十
七
稔
一
月
起
寄
留
原
簿
』
お
〉
に
よ
っ

て
、
月
形
市
街
寄
留
世
帯
の
職
業
別
構
成
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
月
形
に
は
、
官
吏
と
建
設
工
事
関
係
者
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る

が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
各
種
の
商
業
が
営
ま
れ
て
い
た
。
米
穀
を
取
扱
っ
た
荒
物
商
は
従
事
者
が
多
く
、
需
要
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
、
集
治
監
で
は
農
地
開
拓
を
進
め
て
、
自
給
自
足
に
よ
る
経
営
を
目
ざ
し
て
い
た
。
粟
・
燕
麦
・
大
豆
・
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
は
、
収
穫
も
で
き
た
。
し
か
し
、
米
は
難
し
か
っ
た
。
囚
徒
の
主
食
に
は
、
労
役
の
程
度
に
よ
っ
て
四
分
か
ら
五
分
の
剖
合
で
白
米

が
供
与
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
稲
の
試
作
も
毎
年
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
量
質
と
も
に
実
用
で
き
な
か
っ
た
。
雑
穀
も
、
天
候
や
虫

の
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
、
安
定
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
、
農
業
面
で
の
自
給
自
足
は
成
立
せ
ず
、
穀
類
は
大
量
に
購
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
囚
徒
は
労
役
に
よ
り
得
た

給
与
金
で
、
煮
魚
、
獣
肉
、
鶏
卵
、

カ
ズ
ノ
コ
な
ど
を
購
入
し
て
い
る
。
集
治
監
で
は
、
漁
業
と
畜
産
に
は
予
を
出
さ
な
か
っ
た
た
め
、
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こ
れ
ら
の
品
も
購
入
し
た
の
で
あ
る
。
食
糧
以
外
で
は
、
外
役
用
の
工
具
や
衣
料
な
ど
が
購
入
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
集
治
監
は
大
き
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-宅地
V;:回
国国有地
村村有地
文小学校
戸戸長役場
上記以外は原野

「境界査定図」による市来知の土地利用(大正14年)

資料:北海道庁(1925)i境界査定図」

図 4

な
購
買
力
か
で
も
ち
、
御
用
商
人
を
育
成
し
、
さ
ら
に
、
市
街
居
住
者
対
象
の
商
業

を
成
立
さ
せ
た
。
河
港
の
活
況
は
、
広
域
の
ヒ
ン
タ
l
ラ
ン
ド
に
支
え
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
単
に
集
治
監
と
月
形
市
街
の
需
要
だ
け
に
依
存
し
て
い
た
。
集
治

監
に
は
、

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
行
政
・
公
共
サ
ー
ビ
ス
機
能
と
商
業
・
流
通
機

能
と
い
う
二
つ
の
人
口
誘
引
力
が
あ
っ
た
。
そ
の
誘
引
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
月
形
は
、
空
間
的
パ
タ
ー
ン
・
プ
ロ
セ
ス
両
面
か
ら
み
て
、
集
治
監
を
核
と
し

た
集
落
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

〔
空
知
集
治
監
〕

図
4
は
、
市
来
知
の
土
地
利
用
を
、

一
九
二
五
(
大
正
一
四
)
年
の
「
土
地
連

絡
図
」
を
も
と
に
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年
に
は
、
す
で
に
集
治
監
は
廃

監
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
地
籍
が
描
か
れ
た
地
図
と
し
て
、
こ
の
図
は
最
も

古
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
資
料
と
し
て
用
い
た
。

こ
の
図
か
ら
、
市
来
知
に
形
成
さ
れ
た
集
落
は
、
東
西
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

街
村
形
態
を
示
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
月
形
と
同
様
、
集
治
監
と
近
接
し

て
い
る
。
で
は
、
空
知
の
場
合
、
集
治
監
の
人
口
誘
引
力
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で

あ
っ
た
か
。
そ
れ
を
考
え
る
う
え
で
、
渥
美
昌
雄
採
録
に
よ
る
来
住
体
験
者
の
回

想
談

auは
興
味
深
い
。
関
連
部
分
を
引
用
す
る
。
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「
・
:
(
略
)
・
:
明
治
四
年
樺
戸
に
集
治
監
が
出
来
た
。
来
年
は
市
来
知
に
も
空
知
集
治
監
が
出
来
る
さ
う
だ
。
札
幌
で
こ
の
話
を
聞
い
て
、
一
つ
乗

り
こ
ん
で
行
っ
て
一
働
き
し
よ
う
か
な
と
考
へ
た
:
:
:
そ
れ
か
ら
沢
山
の
人
が
入
っ
て
来
た
。
段
々
と
賑
や
か
に
な
る
。
こ
の
年
の
七
月
五
日
に
東
京

か
ら
渡
辺
典
獄
が
見
え
た
・
:
:
・
あ
ち
こ
ち
に
仕
事
小
屋
が
建
つ
、
人
家
が
出
来
る
。
集
治
監
の
位
置
と
か
町
の
区
画
と
か
Y
進
む
と
工
事
は
ど
ん
ど
ん

形
に
現
れ
て
く
る
:
:
:
明
治
十
五
年
六
月
、
仮
集
治
監
と
し
て
第
一
回
目
七
十
余
人
の
囚
人
を
連
れ
て
来
た
:
:
:
黒
塀
を
廻
ら
し
た
集
治
監
は
広
大
で

実
に
見
事
な
も
の
で
あ
っ
た
:
:
:
病
院
の
出
来
た
の
は
集
治
監
開
庁
と
同
時
で
あ
っ
た
。
始
め
は
監
内
に
設
け
ら
れ
、
午
前
中
は
集
治
監
関
係
を
、
午

後
は
市
街
の
人
々
を
診
察
し
て
く
れ
た
:
:
:
空
知
郡
夕
張
郡
と
い
ふ
広
い
区
域
で
病
院
や
郵
便
局
が
あ
る
の
は
市
来
知
だ
け
で
あ
っ
た
:
:
:
市
来
知
は

水
が
悪
い
た
め
に
、
あ
ち
こ
ち
に
井
戸
を
掘
っ
た
が
駄
目
だ
っ
た
:
:
:
囚
人
の
手
に
よ
っ
て
広
大
な
水
源
地
が
出
来
、
鉄
管
で
そ
れ
を
市
街
に
引
い
た

の
で
一
同
漸
く
水
の
心
配
か
ら
開
放
さ
れ
た
:
:
:
市
来
知
神
社
は
明
治
二
十
一
年
に
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
最
初
は
渡
辺
典
獄
の
来
た
七
月
五
日
を

大
祭
日
と
し
、
そ
の
余
興
と
し
て
集
治
監
か
ら
沢
山
の
馬
を
出
し
て
競
馬
を
や
っ
た
:
:
:
監
内
の
芝
居
小
屋
が
な
く
な
っ
て
か
ら
は
市
街
の
芝
居
が
大

入
満
員
で
あ
っ
た
:
:
:
典
獄
は
そ
の
間
三
代
変
っ
た
が
何
と
い
っ
て
も
初
代
渡
辺
典
獄
は
偉
い
人
で
我
々
は
終
世
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
:
:
:
」

こ
の
話
者
の
職
業
や
、
市
来
知
来
住
以
前
の
生
活
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
い
。
し
か
し
、
病
院
の
箇
所
で
「
午
後
は
市
街
の
人
々
を
診

察
し
て
く
れ
た
」
と
あ
り
、
官
吏
で
は
な
く
、
市
街
居
住
者
の
一
人
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
回
想
録
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
集
治

監
や
囚
徒
が
全
く
嫌
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
典
獄
や
囚
徒
に
感
謝
し
、
集
治
監
を
誇
る
心
情
が
表
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま

り
、
市
来
知
に
来
て
職
を
得
た
話
者
に
と
っ
て
、
集
治
監
の
存
在
は
収
入
の
基
盤
で
あ
っ
た
。
監
内
病
院
の
存
在
は
、
健
康
維
持
に
不
可

欠
で
あ
り
、
集
治
監
の
競
馬
や
芝
居
小
屋
は
娯
楽
の
中
心
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
典
獄
は
、
囚
徒
を
指
揮
し
て
市
街
を
整
備
し
、
水
道
を
建

設
し
た
市
来
知
の
恩
人
で
あ
る
。
話
者
の
認
識
は
、
こ
う
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
こ
の
認
識
は
話
者
一
人
の
も
の
で
は
な

く
、
市
来
知
市
街
の
人
々
に
共
通
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
神
社
の
祭
日
に
、
初
代
典
獄
の
到
着
の
日
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
れ
が
、
来
住
し
た
人
々
か
ら
み
た
集
治
監
像
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
集
治
監
像
を
描
い
た
か
ら
こ
そ
、
人
々
は
集
治
監
を
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核
と
し
た
集
落
を
形
成
し
、
維
持
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
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釧路分監と標茶市街(明治27年)

資料 r北海道集治監第四回年報J

図 5

門
釧
路
集
治
監
〕

「
釧
路
分
監
所
属
地
」

(Cの
図
で
あ
る
。
当
監
は
、

ら
北
海
道
集
治
監
釧
路
分
監
と
改
称
さ
れ
た
た
め
、
本
図
で
は
「
分
監
」
と
表
示
さ

図
5
は、

一
八
九
四
年
か

れ
て
い
る
。
分
監
の
南
方
に
は
、
方
格
状
の
市
街
地
区
画
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
開
庁
の
二
年
後
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
以
前
か
ら
集
落
は
形
成
さ
れ
て

い
た
。
標
茶
で
は
「
土
地
連
絡
図
」
が
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
集
落
の

位
置
を
確
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
標
茶
町
史
編
纂
委
員
会
に
よ
れ
ば
、

「
庖
舗
、
人
家
は
集
治
監
前
よ
り
通
じ
左
折
し
て
関
連
橋
に
至
る
十
間
道
路
を
中
心

に
そ
の
両
側
に
建
設
さ
れ
」
(
想
、
「
表
通
り
は
立
派
だ
っ
た
が
裏
通
り
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
」
ハ
ぎ
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
集
治
監
か
ら
南
方
へ
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

た
。
典
獄
が
そ
れ
ぞ
れ
の
長
を
兼
務
し
た
時
期
も
あ
っ
た
。
当
監
の
廃
止
後
、
跡
地
に
は
、
陸
軍
の
軍
馬
補
充
部
支
部
が
設
置
さ
れ
、
戸

続
く
街
村
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
戸
長
役
場
や
警
察
は
、
集
治
監
内
に
設
置
さ
れ

長
役
場
は
市
街
地
区
画
内
に
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
後
は
鉄
道
開
通
の
影
響
も
あ
っ
て
、
市
街
地
区
画
内
の
集
落
形
成
が
促
進
さ
れ
た
が
、

〔
網
走
分
監
〕

集
治
監
在
監
当
時
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
集
落
形
成
の
核
と
な
っ
て
い
た
。

網
走
に
お
け
る
市
街
地
形
成
は
、
空
間
的
パ
タ
ー
ン
か
ら
み
る
と
前
三
者
と
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
図
6
に
示
す
よ
う
に
、
市
街
地
は

分
監
(
本
図
で
は
網
走
監
獄
署
と
改
称
さ
れ
て
い
る
)
と
は
連
担
せ
ず
、
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
距
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
三
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網走市街地と監獄署の位置

資料:北海道庁 (1903)殖民地区画図「北見国網走郡クル

マトマナイ原野区画図」

図 B

者
が
、

い
ず
れ
も
集
治
監
建
設
に
よ
っ
て
初
め
て
集
落
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
後
市
街
地
区
画

が
整
備
さ
れ
た
の
に
対
し
、
網
走
の
場
合
は
、
分
監
建
設
以
前
に
市
街
地
区
画
が
な
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
よ
る
。
網
走
は
、
近
世
の
「
場
所
」
以
来
、
近
江
商
人
藤
野
家
の
出
稼
ぎ
根
拠

地
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
地
に
一
八
八

O
(明
治
二
ニ
〉
年
、
郡
役
所
が
設
置
さ
れ
、
翌
年
、

市
街
地
区
画
が
行
わ
れ
て
北
見
町
と
改
称
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
分
監
開
庁
ま
で
の
十
年
間

に
、
警
察
分
署
、
病
院
、
郵
便
取
扱
所
が
北
見
町
内
に
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
官
庁
だ
け
で
は
就
業
機
会
の
増
大
に
つ
な
が
ら
ず
、
大
幅
な
人
口

増
加
は
、
分
監
建
設
が
契
機
と
な
っ
た
。
北
見
町
は
、
一
八
九
一
〈
明
治
二
四
)
年
に
は
戸

数
一
八
七
、
人
口
七

O
九
で
あ
っ
た
が
、
二
年
後
に
戸
数
三
三
一
、
人
口
一
、
六
六
四
、
六

年
後
に
は
戸
数
四
二
二
、
人
口
三
、

四
四
二
と
な
っ
て
い
る

av
分
監
付
近
に
は
、
囚
徒

の
労
働
力
に
依
存
し
た
マ
ッ
チ
の
軸
木
工
場
と
、
本
図
だ
け
で
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
小
間

物
商
一
軒
自
)
と
が
立
地
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
結
局
、
網
走
に
お
い
て
も
他
監
と

同
様
、
集
治
監
は
人
口
を
誘
引
し
て
集
落
を
形
成
さ
せ
た
が
、
そ
の
位
置
は
、
す
で
に
建
設

さ
れ
て
い
た
市
街
地
区
画
内
で
あ
っ
た
。

〔
十
勝
分
監
〕
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帯
広
市
街
の
形
成
に
十
勝
分
監
の
果
た
し
た
役
割
が
大
き
い
こ
と
は
、
先
学
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
員
三
分
監
開
庁
二
年
前
に
、

こ
れ
は

戸
数

一
四
、
人
口
九
一
で
あ
っ
た
下
帯
広
村
が
、
開
庁
二
年
後
に
は
、
戸
数
四
三
二
、
人
口
一
、
九
二
六
に
な
る
晶
〉
こ
と
か
ら
も
、
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帯広市街と分監の位置

資料:陵地測量部 (1911)仮製五万

分ー図「帯広」

図 7

確
か
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
図
7
に
み
る
よ
う
に
、
分

監
と
市
街
は
連
担
し
な
か
っ
た
。
理
由
は
、
前
述
し
た

網
走
と
共
通
す
る
。
す
な
わ
ち
、
晩
成
社
の
入
植
後
、

市
街
地
区
画
と
諸
官
庁
の
設
置
が
な
さ
れ
、
分
監
建
設

が
そ
の
の
ち
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
集
治
監
が
存
在
し
た
五
か
所
に
つ
い
て
、
集

治
監
と
形
成
さ
れ
た
集
落
と
の
関
係
を
み
て
き
た
。
そ

の
結
果
、
集
治
監
の
建
設
に
よ
っ
て
多
く
の
人
口
が
誘

引
さ
れ
、
集
落
形
成
が
促
進
し
た
こ
と
は
、
す
べ
て
に

共
通
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
形
成
さ
れ
た
集
落

の
位
置
か
ら
み
る
と
、
次
の
二
つ
に
分
類
で
き
る
。

B 

集
治
監
と
集
落
と
が
連
担
せ
ず
に
距
っ
て
存
在
す
る
形
態
|
|
|
網
走
・
帯
広

い
わ
ば
空
間
的
パ
タ
ー
ン
・
プ
ロ
セ
ス
両
面
か
ら
、
集
治
監
が
核
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
集
落
で
あ
る
。

B
タ
イ
プ

A
タ
イ
プ
は
、

は
、
プ
ロ
セ
ス
だ
け
が
集
治
監
を
核
と
す
る
。
ま
た
、

A
タ
イ
プ
は
、
集
治
監
の
建
設
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
土
地
に
集
落
が
形
成
さ
れ

た
場
合
に
み
ら
れ
、
行
政
・
公
共
サ
ー
ビ
ス
機
関
は
集
治
監
付
近
に
立
地
し
て
い
た
。

B
タ
イ
プ
は
、
集
治
監
建
設
以
前
に
市
街
地
区
画
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道内各集治監における逃走囚徒数

(単位:人)

表 4

勝

明治14 8 

明治16 32 50 

明治18 10 8 l 

明治20 4 27 5 

明治22 39 43 2 

明治24 31 68 35 2 

明治26 4 4 10 5 

明治28 2 1 

が
整
備
さ
れ
、
そ
の
区
画
内
に
行
政
・
公
共
サ
ー
ビ
ス
機
闘
が
設
置
さ
れ
た
場
合

に
出
現
し
た
。
重
要
な
点
と
し
て
、

い
ず
れ
の
タ
イ
プ
に
お
い
て
も
、
集
治
監
の

網々
官

制
村
総

年

資料 11北海道集治監第五回年報』

存
在
に
価
値
を
見
出
し
て
来
住
し
、
定
着
し
た
人
々
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
独
特
な

集
治
監
像
が
見
出
さ
れ
た
。

五

住
民
と
囚
徒
の
接
点

、汁，，r

↑、

囚
徒
の
脅
威

集
治
監
の
存
在
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
集
落
は
、

目
立
や
新
居
浜
の
よ
う
な
単

一
企
業
都
市
、

い
わ
ゆ
る
「
企
業
城
下
町
」
と
共
通
す
る
一
面
を
も
っ
て
い
た
。

し
た
よ
う
な
犯
罪
経
験
者
の
集
団
で
あ
る
。
囚
徒
が
周
辺
地
域
に
も
た
ら
す
悪
影
響
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
表
4
は
、
逃
走
し
た
囚

し
か
し
、
集
治
監
は
善
良
な
人
々
が
働
く
工
場
と
は
異
な
り
、
さ
き
に
表
2
で一示

徒
の
数
を
示
し
て
い
る
岳
〉
0

逃
走
に
は
、
脱
獄
の
ほ
か
に
、
外
役
中
の
逃
亡
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
各
監
と
も
逃
走
事
件
が

多
発
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
逃
走
囚
は
、
周
辺
地
域
で
窃
盗
や
強
盗
を
繰
り
返
す
。
赤
い
獄
衣
を
捨
て
、

一
般
と
同
様
の
身
な
り
に

な
る
た
め
に
衣
類
を
奪
い
、
空
腹
を
充
た
す
た
め
に
米
、
味
噌
や
炊
事
用
の
鍋
を
奪
う
(
号
。
姿
を
見
ら
れ
れ
ば
、
密
告
を
恐
れ
て
殺
人

も
凶
行
し
た
。
逃
走
後
に
生
き
の
び
る
方
法
は
、
こ
れ
し
か
な
か
っ
た
。
逃
走
囚
に
よ
る
被
害
は
、
厚
回
、
新
十
津
川
の
よ
う
に
、
集
治
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監
か
ら
二

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
地
域
で
も
発
生
し
た
が
、
集
治
監
付
近
で
も
発
生
し
た
ハ
号
。
逃
走
後
、

し
ば
ら
く
集
治
監
付

近
に
潜
む
と
、
追
う
側
の
逃
走
距
離
の
推
計
に
狂
い
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
逃
走
が
発
生
す
る
と
、
集
治
監
で
は
半
鐘
を
連
打
し
、
看
守
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が
捜
索
に
歩
い
た
。
住
民
の
対
応
は
、
消
防
団
員
が
自
警
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
逃
走
囚
の
存
在
は
、
周
辺
住
民
に
と
っ
て
最
も
警
戒
す
べ
き
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
居
住
環
境
と
し
て
は
非

常
に
不
利
な
条
件
で
あ
り
、
住
民
が
集
治
監
を
嫌
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
心
情
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
住
民
の
間
に
、
特
に
そ
の
よ

う
な
心
情
を
背
景
と
し
た
行
動
は
み
ら
れ
な
い
。
逃
走
事
件
の
発
生
に
し
ば
し
ば
遭
遇
し
た
月
形
在
住
者
は
、
そ
れ
を
理
由
に
転
出
し
よ

う
と
考
え
た
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た

(gと
い
う
。
各
監
と
も
、

囚
徒
の
逃
走
は
、

開
庁
当
初
か
ら
発
生
し
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
人
口
は
増
加
が
著
し
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
人
々
は
、
こ
れ
を
承
知
し
た
う
え
で
来
住
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

。
日
常
生
活
と
囚
徒

住
民
は
、
ど
の
よ
う
な
囚
徒
像
を
描
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、

さ
き
に
述
べ
た
集
治
監
像
を
補
う
意
味
で
、
こ
の
点
を

検
討
す
る
。

住
民
と
囚
徒
が
個
人
的
に
接
す
る
機
会
は
、
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
の
ち
に
、
網
走
の
外
役
所
で
物
々
交
換
が

行
わ
れ
た
例
も
あ
る
自
)
が
、

一
般
的
に
は
、
囚
徒
の
集
団
外
役
が
住
民
の
自
に
触
れ
る
と
い
う
関
わ
り
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ

は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
草
創
期
の
月
形
で
は
、
市
街
の
道
路
や
橋
・
寺
・
学
校
・
旅
館
な
ど
の
建
設
や
、
農

場
開
拓
・
濯
減
用
水
路
工
事
に
囚
徒
が
あ
た
っ
た
。
そ
の
作
業
は
、
常
に
住
民
の
自
に
触
れ
て
お
り
、
生
活
の
基
盤
を
囚
徒
が
作
っ
た
と

い
う
理
解
が
、
住
民
の
聞
に
浸
透
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

一
八
九
四
年
以
降
、
囚
徒
の
外
役
は
減
少
し
た
が
、
廃
止
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
さ
き
の
図
2
に
、
明
治
末
年
の
月
形
市
街
に
お
け
る
囚
徒
の
外
役
路
を
示
し
た
(
想
。
市
南
の
農
場
へ
は
中
心
街
を
通
ら

ず
に
往
復
す
る
が
、
集
治
監
正
門
前
の
道
路
は
、

ま
さ
に
外
役
の
場
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
石
狩
川
上
流
で
伐
採
し
た
木
材
を
陸
揚
げ

し
、
集
治
監
ま
で
運
搬
す
る
作
業
が
連
日
行
わ
れ
て
い
た
。
厳
し
い
監
視
の
も
と
と
は
い
え
、
木
材
を
運
搬
す
る
囚
徒
の
姿
は
、
住
民
の



自
に
は
勤
勉
な
人
間
像
に
映
っ
た
。
ま
た
、

「
外
役
、
が
あ
っ
た
精
か
、
囚
人
は
民
間
と
の
親
し
み
が
あ
っ
た
:
(
略
)
:
ど
う
し
て
あ
の

様
な
き
ち
ん
と
し
た
摸
け
が
出
来
た
の
か
、
応
待
な
ど
も
放
免
に
な
っ
て
も
そ
の
態
度
は
崩
れ
な
か
っ
た
」

a〉
と
い
う
評
価
も
受
け
て

い
た
。
こ
の
背
景
に
は
教
講
師
の
存
在
も
あ
っ
た
。
教
講
師
の
宗
派
に
は
浄
土
真
宗
が
多
か
っ
た
白
〉
が
、

キ
リ
ス
ト
教
の
例
も
あ
り
、
、
必

ず
し
も
宗
教
上
統
一
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
集
治
監
で
は
教
誇
師
を
周
辺
市
街
地
に
居
住
さ
せ
、
彼
ら
は
一
般
の
人
々

の
宗
教
生
活
と
も
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
っ
た
。
こ
の
点
に
も
注
意
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
内
役
に
お
い
て
も
、
住
民
と
囚
徒
と
の
関
わ
り
は
あ
っ
た
。
冬
期
を
中
心
に
行
わ
れ
る
屋
内
作
業
は
、
直
接
住
民
の
自
に

集治監を核とした集落の形成と住民の集治監像

触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
木
工
品
な
ど
は
市
販
さ
れ
た
。
標
茶
に
は
、
囚
徒
作
製
家
具
の
専
門
庖
が
存
在
し
た

G
3
月
形
で
は
、

多
く
の
家
庭
が
、
囚
徒
作
製
の
箪
笥
、
仏
壇
、
火
鉢
、
鉄
瓶
な
ど
を
使
用
し
て
い
た

av
こ
れ
ら
は
精
巧
に
で
き
て
い
る
と
し
て
、
住

民
か
ら
愛
好
さ
れ
て
お
り
、
外
役
時
の
勤
勉
な
囚
徒
像
を
補
強
し
た
。

同
H

住
民
構
成
の
特
色

集
治
監
像
や
囚
徒
像
の
形
成
を
、
本
稿
で
は
、
住
民
と
集
治
監
お
よ
び
囚
徒
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
面
か
ら
説
明
し
て
き
た
。

し
、
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
人
々
の
属
性
と
い
う
観
点
か
ら
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
月
形
を
事
例
と
し
て
、

し
カミ

分
身
地
と
身
分
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
、
住
民
構
成
の
特
色
を
考
え
る
。
出
身
地
に
つ
い
て
は
、

一
八
八
九
(
明
治
二
二
)
年
の
寄
留

簿
を
再
び
用
い
る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
寄
留
簿
に
記
さ
れ
た
本
籍
地
は
、
そ
の
世
帯
の
出
身
地
と
み
な
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
北
海
道
へ
の
来
住
者
の
出
身
地
域
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
北
海
道
(
庁
〉
に
よ
り
考
察
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
(
何
百
し
か
し
、

道
内
移
住
は
検
討
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
月
形
寄
留
世
帯
の
出
身
道
府
県
を
み
る
と
、

四
国
・
九
州
に
及
ぶ
全
国
的
分
布
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を
一
示
す
な
か
で
、
世
帯
数
の
最
も
多
い
の
は
北
海
道
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
内
移
住
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
新
潟
県
が
こ
れ
に
次
ぎ
、



62 

以
下
、
東
北
各
県
お
よ
び
東
京
府
と
続
く
。
い
っ
ぽ
う
、
道
府
県
内
の
地
域
別
で
は
、
札
幌
区
と
新
潟
県
の
村
上
本
町
に
出
身
世
帯
の
集

中
が
み
ら
れ
た
。
以
下
、
弘
前
、
小
樽
、
函
館
と
続
き
、
遠
隔
地
域
で
は
萩
、
高
知
な
ど
城
下
町
が
目
立
つ
。
こ
の
よ
う
に
、
出
身
地
か

道
内
移
住
者
の
多
く
は
、
遡
れ
ば
道
外
出
身
者
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

ら
み
た
月
形
市
街
の
住
民
構
成
の
特
色
は
、
道
内
移
住
世
帯
と
城
下
町
出
身
世
帯
の
多
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

L 

い
っ
た
ん
道
内
に
本
籍
登
録
を
し
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ

42E:0世帯

〈E12

月形市街における字別・身分別寄留世帯数(明治22年)

資料:月形村 (1889)Ii'寄留簿』

図 B

る
。
す
な
わ
ち
、
道
内
の
前
住
地
に
お
い

て
定
住
を
意
図
し
て
生
活
を
開
始
し
た

が
、
何
ら
か
の
形
で
挫
折
し
、
そ
の
地
に

お
け
る
前
途
に
見
切
り
を
つ
け
た
こ
と
を

表
わ
す
。
そ
れ
は
経
済
的
に
は
窮
之
状
態

で
あ
り
、
同
時
に
、
宮
本
常

の
い
う

「
敗
北
者
」
白
〉
の
立
場
に
立
た
さ
れ
て

い
た
。
い
っ
ぽ
う
、
囚
徒
も
人
生
の
「
敗

北
者
」
と
よ
ベ
る
。
し
か
し
、
犯
罪
者
で

あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
来
住
者
よ
り

も
劣
等
の
「
敗
北
者
」
で
あ
っ
た
。
そ
の

存
在
は
、
窮
地
に
立
た
さ
れ
た
来
住
者
か

ら
み
る
と
、
と
も
に
「
敗
北
」
と
い
う
点



で
共
感
を
も
た
ら
し
、
同
時
に
そ
れ
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
来
住
者
に
わ
ず
か
な
優
越
感
を
与
え
た
。
来
住
者
が
囚
徒
を
嫌
わ
な
い
理
由

の
一
面
が
、
こ
こ
に
見
出
せ
る
。

次
に
、
城
下
町
出
身
者
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

『
寄
留
簿
』
白
)
に
よ
る
と
、
城
下
町
出
身
の
ほ
と
ん
ど
は
士
族
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

士
族
を
中
心
に
身
分
構
成
を
検
討
す
る
。
た
だ
し
、
身
分
の
分
類
に
つ
い
て
は
配
慮
を
要
す
る
。
本
稿
で
は
、
他
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
士
族
と
平
民
に
二
分
し
て
論
述
を
進
め
る
。
図
8
に
示
す
よ
う
に
、
月
形
市
街
に
は
士
族
世
帯
が
存
在
し
て
い
た
。
本
図
で
は
、
三

集治監を核とした集落の形成と住民の集治監像

O
M
の
世
帯
(
人
口
比
で
は
四
一
万
〉
が
士
族
で
あ
る
。
本
籍
登
録
世
帯
岳
)
で
は
さ
ら
に
多
く
、
三
八
万
(
人
口
比
で
五
一
万
〉
を
占

め
る
。
初
期
に
は
、
士
族
の
大
部
分
は
集
治
監
の
官
吏
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
退
職
者
が
出
る
な
ど
し
て
、
本
図
に
み
る
よ
う
に
、
市
街

各
所
に
民
間
の
士
族
が
出
現
し
た
。

当
時
、

士
族
は
一
般
に
困
窮
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
の
具
体
的
な
状
況
は
、
月
形
へ
の
来
住
者
の
多
い
村
上
本
町
で
顕
著
で
あ
り
、
矢
野

正
浩
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る

av
集
治
監
官
吏
に
士
族
が
多
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
経
済
状
態
が
根
底
に
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え

て
士
族
家
系
の
適
性
が
関
与
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
集
治
監
官
吏
の
大
部
分
は
、
直
接
囚
徒
の
警
備
に
あ
た
る
看
守
職

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
維
新
以
来
久
し
く
発
揮
の
場
を
失
っ
て
い
た
旧
武
士
の
精
神
を
、
再
び
発
揚
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
逃
走

囚
に
太
万
を
浴
び
せ
た
り
、
在
監
の
反
抗
囚
に
木
剣
を
用
い
る
こ
と
も
行
わ
れ
、
精
神
面
だ
け
で
な
く
、
武
術
も
活
用
で
き
た
ぬ
〉
。
土

族
授
産
に
よ
る
農
業
開
拓
で
は
発
揮
で
き
な
か
っ
た
武
勇
の
精
神
は
、
集
治
監
勤
務
に
よ
っ
て
活
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
精
神
が
、

月
形
の
す
べ
て
の
士
族
世
帯
に
お
い
て
み
ら
れ
た
か
否
か
は
、
速
断
し
が
た
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
逃
走
囚
の
存
在
が
恐
怖
で
あ
る

と
い
う
理
由
で
集
治
監
を
嫌
う
よ
う
な
、

い
わ
ば
「
弱
音
」
は
、
士
族
世
帯
に
お
い
て
は
慎
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

63 

伺

現
代
の
住
民
と
刑
務
所
誘
致
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行
刑
施
設
を
嫌
わ
な
い
心
情
は
、
ど
の
時
期
ま
で
存
続
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、

ひ
と
ま
ず
集
治
監
が
存
在
し
た
時
期
だ
け

を
対
象
と
し
、
こ
の
問
題
に
深
く
は
立
入
ら
な
い
。
し
か
し
、
次
の
事
実
に
は
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

近
年
、
月
形
町
で
は
二
件
の
施
設
誘
致
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。

一
件
は
一
九
六
九
年
に
始
ま
る
少
年
院
誘
致
運
動
、
も
う
一
件
は
、

九
七
五
年
に
始
ま
る
刑
務
所
誘
致
運
動
で
あ
る
。

一
九
七
六
年
の
町
民
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
刑
務
所
誘
致
に
対
し
て
賛
成
六

O
六
戸
、
反

対
二
三
二
戸
と
い
う
結
果
を
示
し
た
ハ

3
。
こ
の
数
字
に
よ
れ
ば
、
誘
致
運
動
を
人
口
停
滞
地
域
の
振
興
策
と
し
て
行
政
が
強
制
し
た
と

ば
か
り
は
い
え
な
い
面
を
も
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
誘
致
運
動
の
末
、
二
件
と
も
月
形
へ
の
設
置
が
決
定
し
た
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
刑

務
所
誘
致
に
は
対
立
候
補
地
が
あ
っ
た
。
そ
の
候
補
地
と
は
、
三
笠
市
(
旧
空
知
集
治
監
所
在
地
〉
、
標
茶
町
ハ
旧
釧
路
集
治
監
所
在
地
)

と
夕
張
市
、
天
塩
町
で
あ
っ
た
ハ

3
0
つ
ま
り
、

か
つ
て
集
治
監
が
存
在
し
た
五
市
町
の
う
ち
、
現
在
刑
務
所
を
も
っ
網
走
と
帯
広
を
除

い
た
他
の
三
市
町
が
、
す
べ
て
誘
致
合
戦
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
市
町
と
も
、
す
で
に
集
治
監
が
廃
止
さ
れ
て
六

O
年
以
上
に
な
る
。
そ
の
聞
に
は
転
出
、
転
入
者
も
あ
り
、
集
治
監
の
時
代
を
直
接

体
験
し
た
人
々
は
、
現
在
、
極
め
て
少
数
に
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
う
し
た
現
象
を
、
直
ち
に
過
去
の
認
識
の
存
続
と
決
め
つ
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
偶
然
の
一
致
と
も
言
い
難
い
。
検
討
は
要
す
る
が
、
そ
こ
に
、
過
去
の
認
識
の
問
題
を
解
く
糸
口
が

あ
る
と
考
え
た
い
。

..L. 
J、
ま

と

め

本
稿
の
研
究
目
的
は
、

ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
集
治
監
は
「
嫌
わ
れ
空
間
」
で
あ
っ
た
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
そ
の
問
題
の
追
究
は
、
現
代
に
お
い
て
「
嫌
わ
れ
空
間
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る
行
刑
施
設
を
指
標
と
し
て
、
明
治
期
の
北
海
道
に



お
け
る
人
々
の
認
識
を
、
集
落
形
成
と
い
う
景
観
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
。
集
治
監
は
、
大
量
の
囚
徒
収
容
施
設

で
あ
り
、
囚
徒
の
逃
走
が
周
辺
に
脅
威
を
与
え
る
と
い
う
点
で
は
、
明
ら
か
に
「
嫌
わ
れ
る
」
要
素
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

結
果
と
し
て
、
道
内
五
か
所
に
設
置
さ
れ
た
集
治
監
に
は
、
す
べ
て
そ
れ
に
対
応
す
る
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
空
間
的
に
み
れ
ば
、

市
街
地
区
画
の
施
行
が
集
治
監
の
建
設
よ
り
あ
と
に
な
る
月
形
・
市
来
知
・
標
茶
の
各
集
落
は
、
集
治
監
と
近
接
し
、
区
画
が
先
に
な
さ

れ
た
網
走
・
帯
広
は
、
集
落
が
集
治
監
と
距
り
を
も
っ
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
距
り
の
大
小
は
あ
っ
て
も
、
対
応
す
る
集
落
が
形
成
さ

れ
た
こ
と
は
、
集
治
監
が
嫌
わ
れ
空
間
と
認
識
さ
れ
て
い
な
い
証
左
だ
と
考
え
た
。

集治監を核とした集落の形成と住民の集治監像

そ
こ
で
、
認
識
像
と
認
識
主
体
と
い
う
二
つ
の
面
の
検
討
に
入
っ
た
。
ま
ず
認
識
像
に
つ
い
て
は
、
住
民
か
ら
み
た
集
治
監
像
・
囚
徒

像
を
述
べ
、
そ
の
形
成
の
過
程
を
、
人
口
誘
引
力
や
日
常
の
接
触
と
い
う
角
度
か
ら
考
察
し
た
。
そ
こ
で
は
、
住
民
に
と
っ
て
、
集
治
監

は
就
業
機
会
を
増
大
す
る
機
能
を
も
ち
、
行
政
・
公
共
サ
ー
ビ
ス
機
能
を
誘
引
し
、
娯
楽
享
受
の
機
会
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
っ
た
。
集

治
監
に
対
す
る
感
謝
の
念
や
誇
り
も
認
め
ら
れ
た
。
同
時
に
、
そ
こ
に
収
容
さ
れ
て
い
る
囚
徒
は
、
住
民
へ
の
奉
仕
を
行
う
勤
勉
な
労
働

者
と
し
て
、
住
民
の
目
に
映
じ
た
。
こ
れ
は
、
囚
徒
の
外
役
が
、

日
常
的
に
住
民
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
の
浸
透
が
進
ん

だ
も
の
で
あ
る
。
認
識
主
体
に
つ
い
て
は
、
月
形
を
例
と
し
て
住
民
の
属
性
を
検
討
し
た
。
こ
こ
で
は
、
道
内
移
住
者
に
み
ら
れ
る
窮
之

と
敗
北
感
が
、
囚
徒
の
境
遇
を
身
近
な
も
の
と
感
じ
さ
せ
、

い
っ
ぽ
う
で
は
、
土
族
の
武
勇
の
精
神
が
、
囚
徒
の
脅
威
を
寄
せ
つ
け
な
か

っ
た
と
考
え
た
。

以
上
の
考
察
を
通
し
て
、
人
々
の
属
性
と
、
集
治
監
や
囚
徒
に
対
す
る
日
常
的
な
接
触
に
よ
っ
て
、
集
治
監
は
そ
の
周
辺
に
集
落
を
形

成
し
た
人
々
に
と
っ
て
「
嫌
わ
れ
空
間
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
な
お
、
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
そ
の
一
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っ
と
し
て
、
本
稿
が
抽
出
し
た
認
識
像
が
「
明
治
期
北
海
道
」
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
時
間
・
空
間
の
両
概
念
が
共
存
し
て
い
る
。
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実
態
と
し
て
、

「
明
治
期
」

「
北
海
道
」
の
ど
ち
ら
に
普
遍
性
を
も
つ
も
の
か
、
明
確
に
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
仮
に
「
北
海
道
」
の

比
重
が
大
き
れ
ば
、
{
八
田
義
孝
ハ

g
に
よ
る
二
つ
の
道
民
精
神
と
の
対
比
も
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

付
記
本
稿
は
、
一
九
八
二
年
度
歴
史
地
理
学
会
大
会
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
黒
崎

千
晴
・
菊
地
利
夫
・
千
葉
徳
爾
各
先
生
か
ら
は
多
大
の
御
教
示
を
頂
い
た
。
学
会
発
表
時
に
は
、
田
村
正
夫
・
竹
内
啓
一
・
中
島
義
一
各
先
生
か
ら
有

益
な
御
助
言
を
頂
き
、
筑
波
大
学
歴
史
・
人
類
学
研
究
科
の
院
生
諸
氏
に
は
、
熱
心
に
討
議
に
加
わ
っ
て
頂
い
た
。

ま
た
、
調
査
に
際
し
て
は
、
月
形
町
役
場
・
三
笠
市
役
所
・
三
笠
市
立
博
物
館
・
標
茶
町
役
場
・
標
茶
町
中
央
公
民
館
・
網
走
市
役
所
・
網
走
市
立

美
術
館
・
帯
広
百
年
記
念
館
・
北
海
道
庁
・
法
務
省
矯
正
局
お
よ
び
地
元
住
民
の
方
々
に
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。
以
上
、
記
し
て
あ
っ
く
御
礼

を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

注
お
よ
び
文
献

(
1
)

菊
地
利
夫
(
一
九
七
九
)
行
動
歴
史
地
理
学
の
論
理
と
歴
史
心
理
、
歴
史
人
類
、
七

(
2
)

山
田
誠
こ
九
七
七
)
「
北
海
道
(
四
)
開
発
」
、
藤
岡
謙
二
郎
編
『
日
本
歴
史
地
理
総
説
近
代
編
』
、
古
川
弘
文
館
、
一
一
二
三
貝

(
3
)

田
中
啓
爾
(
一
九
七
五
)
大
東
京
西
郊
の
地
位
層
|
|
地
域
性
の
傾
斜
|
|
、
『
第
四
地
理
学
論
文
集
』
、
古
今
書
院
、
八

l
二
五
頁

(
4
)

田
中
啓
商
(
一
九
七
五
)
山
手
線
圏
の
地
域
分
化
的
変
質
、
『
第
四
地
理
学
論
文
集
』
、
古
今
書
院
、
二
六

l
四
七
頁

(
5
)

近
年
、
こ
れ
ら
の
施
設
や
廃
棄
物
・
尿
尿
処
理
場
に
対
し
、
「
迷
惑
施
設
」
と
よ
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
廃
棄
物
の
処
分
空
聞
を
地
理
学
的
に
論
じ

た
研
究
と
し
て
は
、
小
口
千
明
こ
九
八
一
)
廃
棄
物
か
ら
み
た
地
域
住
民
の
行
動
特
性
、
|
|
廃
棄
物
の
地
理
学
的
研
究
序
説
|
i
、
史
境
、
二

が
あ
る
。

(
6
)

前
掲

(
3
)
、一一一ニ
1

二
四
頁

(
7
)

一
九
八
二
年
一

O
月
現
在
。
医
療
刑
務
所
お
よ
び
少
年
刑
務
所
を
含
む
。

(
8
)

法
務
省
矯
正
局
施
設
係
の
集
計
に
よ
る
。

(
9
)

旭
川
・
帯
広
・
盛
岡
少
年
・
山
形
・
福
島
・
宇
都
宮
(
黒
羽
)
・
栃
木
・
川
越
少
年
・
市
原
・
神
奈
川
医
療
・
横
須
賀
・
甲
府
・
静
岡
・
長
野

-
新
潟
・
名
古
屋
・
岡
崎
医
療
・
富
山
・
金
沢
・
滋
賀
・
岡
山
・
鳥
取
・
松
江
・
徳
島
・
松
山
・
高
知
・
福
岡
・
佐
世
保
・
大
分
・
宮
崎
・
沖
縄
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の
各
刑
務
所
お
よ
び
東
京
・
京
都
・
大
阪
・
神
戸
・
小
倉
の
各
拘
置
所
で
あ
る
。

(
m
w
)

前
掲

(
8
)
の
見
解
で
あ
る
。

(
日
)
中
野
区
企
画
部
企
画
課
編
(
一
九
七
九
)
『
中
野
刑
務
所
移
転
運
動
の
経
過
』
、
中
野
区
企
画
部
企
画
課
、
ニ
|
一
七
頁

(
ロ
)
中
山
由
五
郎
こ
九
二
五
)
『
巣
鴨
総
携
』
、
巣
鴨
総
援
刊
行
会
、
七
七
頁

(
臼
)
重
松
一
義
(
一
九
六
八
初
版
、
一
九
八
一
復
刻
)
『
北
海
道
行
刑
史
』
、
模
書
一
房
一
、
一
二

O
頁

(
M
)

懲
役
刑
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
八
八

O
年
の
監
獄
則
に
お
い
て
は
、
島
地
に
お
い
て
定
役
に
服
す
る
場
合
を
い
う
。

(
日
)
島
地
に
お
い
て
拘
禁
す
る
こ
と
。
刑
期
に
応
じ
て
三
|
五
年
拘
禁
の
の
ち
、
居
住
が
許
さ
れ
る
。

(
時
)
北
海
道
集
治
監
(
一
八
九
四
)
『
北
海
道
集
治
監
第
三
回
統
計
書
』
、
北
海
道
集
治
監
、
に
よ
る
と
、
流
刑
者
は
道
内
全
収
容
者
の

0
・
二
%
で

あ
っ
た
。

(
げ
)
一
八
九
七
年
に
は
、
道
内
に
四
か
所
(
札
幌
・
亀
田
・
根
室
・
稚
内
)
の
一
般
監
獄
が
.
あ
っ
た
。

(m)
供
野
外
士
口
(
一
九
七
二
)
『
獄
窓
の
自
由
民
権
者
た
ち

l
i北
海
道
集
治
監
の
設
置

l
l』
、
み
や
ま
書
一
房
一
、
一
一
1
l
一
一
一
真

(
刊
日
)
集
治
監
は
、
北
海
道
以
外
に
宮
城
(
仙
台
)
・
東
京
(
小
菅
)
・
三
池
(
大
牟
回
)
に
も
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
北
海
道
に
収
容
す
る
予

定
の
囚
徒
を
集
め
て
、
一
時
的
に
拘
禁
す
る
施
設
で
あ
っ
た
。

(
却
)
前
掲
(
日
)
、
二
一
七

l
一
四
九
頁

(
幻
)
『
共
武
政
表
』
一
八
八

O
年

(
忽
)
典
獄
は
、
集
治
監
・
監
獄
の
、
現
地
に
お
け
る
最
高
責
任
者
で
あ
る
。

(
幻
)
現
在
の
空
知
支
庁
樺
戸
郡
月
形
町
で
あ
る
。

(
川
品
)
前
掲
(
日
目
)
、
一
一
八
|
一
一
九
頁

(
お
)
現
在
の
空
知
支
庁
三
笠
市
で
あ
る
。

(
お
)
こ
の
道
路
は
、
約
一
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
聞
が
ほ
ぼ
直
線
状
に
建
設
さ
れ
た
。
目
標
物
の
之
し
い
平
原
地
帯
で
あ
る
た
め
、
夜
間
に
様
戸

側
、
空
知
側
の
山
か
ら
蜂
火
を
上
げ
、
そ
の
光
を
目
標
と
し
て
経
路
を
定
め
た
と
い
わ
れ
る
(
前
掲
(
臼
)
、
一
三
回
頁
)
。

(
幻
)
現
在
の
釧
路
支
庁
川
上
郡
標
茶
町
で
あ
る
。

(
お
)
標
茶
町
史
編
纂
委
員
会
(
一
九
六
六
)
『
標
茶
町
史
考
前
篇
』
、
標
茶
町
、
七
三
頁
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(
却
)
現
在
の
網
走
支
庁
網
走
市
で
あ
る
。

(
却
)
現
在
の
十
勝
支
庁
帯
広
市
で
あ
る
。

(
況
)
前
掲
(
日
)
は
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
研
究
成
果
の
集
大
成
で
あ
る
。

(
担
)
北
海
道
編
(
一
九
七
一
一
一
)
『
新
北
海
道
史
第
四
巻
』
、
北
海
道
、
を
は
じ
め
、
各
監
所
在
地
?
の
市
町
村
誌
は
こ
の
立
場
で
あ
る
。

(
岱
)
前
掲
(
国
)

(
鈍
)
い
わ
ゆ
る
「
土
工
部
屋
」
の
問
題
と
と
も
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
戸
崎
繁
(
一
九
五

O
初
版
、
一
九
八
一
復
刻
)
『
監
獄
部
屋
』
、

み
や
ま
書
房

(
お
)
寺
本
界
雄
こ
九
五

O
初
版
、
一
九
七
二
復
刻
)
『
樺
戸
監
獄
史
話
』
、
月
形
町
役
場
、
一
一
六

i
一
一
七
頁

(
お
)
山
田
誠
(
一
九
七
一
)
十
勝
地
域
の
形
成
過
程
と
中
心
集
落
|
|
地
域
の
動
態
的
考
察
へ
の
一
試
論

i
i、
人
文
地
理
二
三
|
二
、
二
ハ
一
頁

(
幻
)
川
崎
茂
こ
九
七
二
)
北
海
道
に
お
け
る
フ
ロ
γ
テ
ィ
ア
集
落
と
し
て
の
鉱
山
集
落
の
形
成
、
船
越
謙
策
教
授
退
官
記
念
事
業
会
編
『
地
理
科

学
の
諸
問
題
』
、
船
越
謙
策
教
授
退
官
記
念
事
業
会
、
二
回
頁

(
お
)
高
野
史
男
こ
九
八

O
)
北
海
道
帯
広
市
の
都
市
形
成
、
高
野
史
男
編
著
『
都
市
形
成
の
地
理
的
基
盤
』
、
大
明
堂
、
五
二
頁

(
ぬ
)
本
州
な
ど
に
お
け
る
地
籍
図
に
あ
た
る
「
土
地
連
絡
図
」
を
編
集
し
た
も
の
。
土
地
連
絡
図
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
森
山
彰
(
一
九
七
五
)

『
北
海
道
の
地
図
と
当
面
の
地
図
行
政
』
、
札
幌
法
務
局
、
九
三

l
一
三
四
頁
、
に
詳
し
い
。

(
叫
)
月
形
町
役
場
所
蔵
。

(
M
U
)

前
掲
(
時
三
巻
末
付
図

(
招
)
前
掲
(
お
)
、
一
四
頁

(
円
相
)
一
八
七
一
(
明
治
四
)
年
の
戸
籍
法
第
一
六
則
に
よ
れ
ば
、
寄
留
と
は
、
本
籍
地
以
外
の
場
所
に
九

O
日
以
上
逗
留
す
る
こ
と
を
い
う
。

(
付
)
月
形
町
役
場
所
蔵
。
こ
の
資
料
に
は
一
部
欠
損
が
あ
る
た
め
、
考
察
は
概
観
を
知
る
に
と
ど
め
た
。
職
業
の
記
載
は
な
い
。

(
川
町
)
月
形
町
役
場
所
蔵
。
同
様
の
体
裁
で
明
治
一
六
年
版
も
あ
り
、
毎
年
作
成
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
職
業
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
年
だ

け
で
あ
る
。
寄
留
先
の
字
、
地
番
の
記
載
は
な
い
。

(
必
)
渥
美
昌
雄
こ
九
三
九
)
古
老
に
聞
く
市
来
知
の
往
時
、
由
良
友
彦
編
『
三
笠
山
大
観
』
、
由
良
新
聞
庖
刊
行
部
、
七
八
|
八
一
一
良

(
幻
)
北
海
道
集
治
監
ご
八
九
五
V

『
北
海
道
集
治
監
第
四
回
年
報
』
、
北
海
道
集
治
盤
、
巻
末
付
圏
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(
必
)
前
掲
(
お
)
、
一
一
四
頁
。
な
お
、
左
折
は
右
折
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

(
川
崎
)
前
掲
(
お
)
、
一
一
六
頁

(
印
)
『
徴
発
物
件
一
覧
表
』
、
明
治
二
四
年
、
明
治
二
六
年
、
明
治
三

O
年

(
日
)
松
井
十
郎
こ
八
九
四
)
『
北
海
道
実
業
人
名
録
』
、
北
海
道
実
業
人
名
録
編
纂
所
、
四
三
一

l
四
三
三
頁

(
臼
)
前
掲
(
お
)
お
よ
び
前
掲
(
お
)

(
出
)
前
掲
(
印
)
、
明
治
二
六
年
、
明
治
三

O
年

(
弘
)
北
海
道
集
治
監
こ
八
九
六
)
『
北
海
道
集
治
監
第
五
回
年
報
』
、
北
海
道
集
治
監
、
二

O
l一
一
一
頁

(
日
)
北
海
道
警
察
史
編
集
委
員
会
編
(
一
九
六
八
)
『
北
海
道
警
察
史
(
一
)
明
治
・
大
正
編
』
、
北
海
道
警
察
本
部
、
六
一
三
ハ

i
六
三
八
頁

(
筋
)
前
掲
(
部
)
、
一
八
四
i
一
八
六
頁

(
閉
山
)
月
形
町
、
丸
山
四
郎
吉
氏
談

(
関
)
網
走
市
、
河
田
由
春
氏
談

(
印
)
前
掲
(
貯
)
氏
の
教
示
に
よ
る
。

(
伺
)
前
掲
(
日
)
、
二
七
四
l
二
七
五
頁

(
臼
)
真
宗
本
願
寺
派
本
願
寺
・
真
宗
大
谷
派
本
願
寺
編
二
九
二
七
)
『
日
本
監
獄
教
詩
史
』
、
真
宗
本
願
寺
派
本
願
寺
・
真
宗
大
谷
派
本
願
寺
、

七
五
九
|
一
八

O
四
頁

(
臼
)
前
掲
(
銘
文
一
一
一
一
一
一
良

(
臼
)
北
海
道
行
刑
資
料
館
(
月
形
町
)
の
展
示
品
お
よ
び
前
掲
(
閉
山
)
氏
談

(
臼
)
前
掲
(
仏
)
を
用
い
た
。

(
邸
)
前
掲
(
勾
)
四
五
二
1

四
八
一
一
貝

(
伺
)
宮
本
常
一
(
一
九
六
一
二
)
『
開
拓
の
歴
史
』
、
未
来
社
、
二
二
六
頁

(
肝
)
前
掲
(
似
)
を
用
い
た
。

(
邸
)
前
掲
(
却
)
を
用
い
た
。

(
的
)
矢
野
正
浩
(
一
九
八
二
)
村
上
定
期
市
の
成
立
、
郷
土
村
上
、
四
四
、
六
一

l
六
六
頁
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前
掲
(
部
)
一
五
四

l
一二

O
頁

『
広
報
つ
き
が
た
』
一
九
七
六
年
一

O
月
号
、
月
形
町
役
場

前
掲

(
8
)

穴
国
義
孝
(
一
九
八

O
)
『
も
う
一
つ
の
開
拓
|
|
道
民
性
の
探
求
|
|
』
、
人
間
の
科
学
社




